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報告 1：  Interrogation videorecording in the new Korean Criminal Procedure 
Code and the practical Problems with their Performance

パク・ノソプ（ハンリム大学教授）

司会　お待たせいたしました。それでは午後の部は「韓国における可視化以降
の実践的問題と心理学的問題」と題しまして、司会は山田直子教授にお願いを
しております。なお、懇親会の席がまだ余っているようですので、是非ご参加
の申し込みを受付の方でお願いします。では、山田教授お願いします。

山田　それでは定刻になりましたので、「韓国における可視化以降の実践的問
題と心理学的課題」ということでパク先生とジョ先生にご講演をいただきまし
て、その後にコメンテーターとして京都弁護士会の遠山先生にお願いをしたい
と思います。なお、プログラム、当初のアナウンスとは違ってくるんですが、
先にパク先生にご講演いただいて、その後にジョ先生にご講演をいただく予定
となっております。では、パク先生、ハンリム大学で教授をしていらっしゃい
ます。講演のタイトルは「韓国における捜査過程の映像録画に関する立法過程
と運営上の問題」ということになっています。パク先生に関しましては、韓国
語でお話になったものを一度日本語に直して、日本語を英語に直すという二回
通訳を通す関係上、少々、今までの講演と比べて少し時間がかかるかもしれま
せんが、ご了承ください。では、パク先生、お願いします。

パク　こんにちは。私はパクです。まずはじめに指宿先生、佐藤先生、稲葉先
生、このような機会をいただき、皆様の前で発言できることを嬉しく思い、大
変光栄に思っております。韓国におけます可視化にお話するところで大変光栄
に思います。では、韓国語に変えます。
（通訳）こんにちは。私はパク・ノーソップです。指宿先生、佐藤先生、稲葉先
生、若林先生、本当に招待していただいて、感謝を申し上げます。また発表の
機会をいただいてありがとうございます。今日は韓国の映像録画制度を紹介す
ることができ、大変光栄に思っています。では発表を始めさせていただきます。
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韓国の政治的な改革は、韓国の社会全般の民衆に対する熱望を反映したもの
であり、司法に対する国民の関心の直下は、最近、刑事司法制度が抱えている
問題点を社会的問題にすることが成功しました。2003 年 10 月から 2005 年 5
月まで進行されました。改正の努力は刑事裁判参加制度の導入、被疑者尋問の
時の弁護士参加権の保証、拘束被疑者の国選弁護制度の導入、令状実質審査制
度の全面導入、量刑制度の改善など多様な制度の法律化に反映されました。
当時、改正刑事訴訟法の立法趣旨は人権保障および国民の司法参加とともに
いわゆる調書裁判を克服し、公判中心主義的な刑事裁判の復元にも焦点を当て
ていました。このような改革議論は検事などの司法自治下の激しい反対にあい
ました。その結果改正された刑事訴訟法では検事作成の被疑者尋問調書に対し、
むしろ、現行司法より簡易化された要件で証拠能力が認めらるようになりまし
た。その結果、捜査手続き透明化のために議論された映像録画は尋問調書の傍
聴手段に転落してしまいました。この発表では調書裁判の克服を提供している
韓国の刑事手続において検事の尋問調書における問題点について、そしてその
対策として議論された映像録画制度が外国とは全く異なった過程で立法化され
た点を説明させていただきます。
いわゆる調書裁判は捜査機関が作成した尋問調書に証拠能力を付与するとこ
ろから始まります。刑事訴訟法第 312 条では司法警察官が作成した被疑者尋問
調書は被疑者がその内容を認める場合のみ、証拠能力を付与します。しかし、
検事が作成した被告人になった被疑者に対する被疑者尋問調書は適法な手続き
と方式によって作成され、この成立申請が認められると、証拠にすることがで
きるように決定されています。今ご覧いただいたものは条文です。それは検事
が作成した調書に関する条文です。刑事訴訟法では、捜査機関が調書の申請性
を高めるために詳細な規定を設けています。捜査機関は、尋問の際に必ず調書
を作成することを規定しており、陳述獲得の客観性を保証するため、尋問調書
の作成の際に必ず署名するようにしています。しかし、調書の証拠能力を認め
る刑事訴訟法の第 144 条および第 312 条の要件が満たされても必然的に克服で
きないことがあります。その理由は捜査機関が作成する過程での、必然的に生
じる調書の歪曲です。調書尋問は尋問者と被尋問者の常時のコミュニケーショ
ンを通じて作成されるということから、いろんな要因によって真実が歪曲され
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る恐れがあります。
また、韓国の刑事裁判はこのような危険性があるにも関わらず、捜査機関が
作成する調書に証拠能力を付与しております。刑事訴訟法上の調書に証拠能力
を認めるようになった背景は、比較的単純なことから始まります。刑事訴訟法
第 312 条によって、検事が作成した被疑者尋問の調書に対する証拠能力の認定
会議は 1954 年刑事訴訟法制定の当時から議論の対象でした。夥しい議論のあ
げく、立法者は当時の時代的な状況を反映して、人権保障と捜査の効率性の調
和を図りました。当時の立法者は、捜査機関が作成した調書の証拠能力を制限
することで拷問をはじめ、強圧捜査を予防しようとしました。
しかしながらも争訟刑罪という刑事裁判の現実を考慮して、検事と司法警察
官が作成した調書に対し、証拠能力と差別化することで、個人の人権保障と争
訟刑罪の調和を達成しようとしました。しかし、当時の立法家が予想しなかっ
た特異な現状が現れました。最初の一つは韓国の検事は被疑者陳述の証拠能力
を確保するために必ず被疑者尋問をしなければいけません。最高裁はいわゆる
被疑者の署名と捺印があれば、成立申請が認められると推定してきました。そ
の結果、実質的な申請成立を争うなら、事実上、被告人側が強力な立証資料を
積極的に提示しなければいけませんでした。最高裁はこのような調書も検事作
成の被疑者尋問調書として認めました。このように見えない変遷と歪曲は韓国
の刑事司法の信頼性を傷つけました。そこで 2004 年 12 月 16日に最高裁は刑事
訴訟法第 312 条が惹起している真実の歪曲と人権侵害の危険性を払拭するため
に検事作成の被疑者尋問調書の証拠能力を管理して、成立申請に関して形式的
な成立申請が認められると、その実質的な成立申請が推定されると判断されて
きた既存の観念を変更しました。それをもともと陳述者の陳述によって実質的
な成立が認められた場合に限って、検事作成の被疑者尋問調書を証拠として使
用できるとし、検事作成の被疑者尋問調書に制限が加えられることになりまし
た。そして最高裁の立場の変化により、被疑者尋問調書の証拠能力が否定され
る深刻な状況に直面した検察は、調書を代替できる対策として映像録画制度の
導入を積極的に主張しました。現在、映像録画制度を採択している多くの国では、
捜査過程での人権侵害事例が頻繁に生じて裁判所と弁護士会などからの外部的
な要求が映像録画制度を導入することになった原動力でした。
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これに対し、韓国は検事をはじめ捜査機関が映像録画制度の導入を主張しま
した。また捜査機関が警察と一元化されている英米法の国とは異なり、韓国の
警察と検察はそれぞれ異なる目的を持って、映像録画制度の導入を試みました。
韓国の警察では 1998 年、ソウル南部警察省を示範警察省に指定し、被疑者尋
問過程において映像録画制度を導入しようとしました。しかしその当時、導入
趣旨は、司法警察官が調査過程に対する強圧捜査への批判を解消しようとした
ためでした。しかし、その当時警察庁は莫大な費用と録音の捏造についての危
険性と、録音テープが累積される場合、傍聴する問題とか、捜査の機密が流出
される可能性が提起され、映像録画制度の全国的な実施については最初は理論
的に対応しました。
しかし 2003 年に改正された性暴力犯罪に関する法律では、性暴力被害児童

に対する映像録画が義務化されています。児童性暴力被害者に対する警察官の
調査の段階から陳述映像録画は被害者の反復陳述によるセカンドレイプなどの
人権侵害を最小化し、警察の捜査に対する国民の信頼を高める機会になりまし
た。このように警察の捜査の信頼性のために映像録画制度が必要だと認識した
警察は被疑者尋問過程においての映像録画に再び関心を持ち始めました。検察
は捜査過程の録画方式についての外国の事例を研究し、事案運営を推進するな
ど体系的な準備をしてきました。これに比べ刑事法学会では公判中心主義を導
入するためには、尋問調書の証拠能力を否定すべきだと認識しましたが、捜査
手続きの透明化を実現できる対策としての映像録画は相対的に準備が不十分で
した。2004 年末に検察調書の証拠能力を制限する判例、および検事作成の被
疑者尋問調書の証拠能力を否定する司法改革推進委員会の刑事訴訟法の改正方
向が具体化されたら、検察は強く反発し、葛藤状況を解決できる代替手段とし
て 2005 年映像録画を証拠として使用できるようにすることを司法制度改革推
進委員会に提案しました。その後、熾烈な議論の挙句、公判中心主義を全面的
に要求した司法制度改革推進委員会の早期の主張とは異なり、法官と検察の実
務意見を全面に受容しました。その結果、検事作成の調書作成は現行のまま、
証拠能力を付与し、捜査過程の映像録画物についても証拠能力を認める方向に
刑事訴訟法の立法案を確定しました。
しかし司法改革推進委員会で提示した法案は、5回の修正作業により、被疑
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者などの同意のもと、被疑者尋問の時の映像録画が可能であると修正されまし
た。映像録画物の証拠能力を認める第 312 条の規定は削除されたまま、2008
年 1 月 1 日から本格的に施行されるようになりました。結局、改正刑事訴訟法
では検事作成の被疑者尋問調書に対して、証拠能力を認定して具体的な法案ま
で提示することで調書裁判の慣行を排除する意思のないことを明白にしていま
す。
このように改正刑事訴訟法は、検事作成の被疑者尋問調書について 2004 年
の最高裁判決により、緩和された要件で証拠能力を認めており、調書、証明調
書の客観性を保証する手段にのみ映像録画を認めています。今後、検察と司法
警察の映像録画に対する活用方式で大きな差が出ると考えられています。のみ
ならず捜査手続きの透明化を実現させる法案としての映像録画がもともとの趣
旨のように定着するのは難しいだろうと最初から予想されました。
次は刑事訴訟法改正後の映像録画制度の運用実態の分析について、説明させ
ていただきます。検事による調書録画の場合、調書に記載された内容が被告人
が陳述した内容と統一性の可否を確認するための手段として活用される可能性
があって、一応録画の実施の件数は最初から超過されると予想されました。検
察庁は 2004 年 5 月から 20 の検察室で実験的な試案実施した以降、最近まで全
国で約 650 の電子調査室を設置しました。実際に映像録画の実施検証の現状を
見ると 2006 年 4865 件、5723 名、2007 年度は 1 万 9987 件、2 万 2016 名にな
ります。このように急激な増加を見せました。2009 年の場合は、映像録画の
現状を分析した結果、検察捜査の全体の 50％に至りました。
警察での使用は、検察の映像録画の運用とは異なって行われています。上述
したように、司法警察官は映像録画とは関係がなく、調書作成が義務化されて
おり、調書について被告人が内容を否認する場合、調書はただちに証拠能力を
失い、映像録画物を証拠に使用することができません。しかし、警察庁は刑事
訴訟法の改正以前である 2006 年 1 月からヤンチョン警察庁の軽犯罪チームで
試験運用をしており、これを徐々に拡大し 2007 年からは全面使用して現在で
は 650 個の録画室が設置されています。警察庁では録画した陳述録画の活用の
件数が 2008 年頃には約 9万件までいたりましたが、それ以降 2012 年まで持続
的に減少されました。その後成果の項目から除外されるなどの誘引要素がなく
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なり、独自的な証拠能力に認められない理由で、次第に活用度が低くなりまし
た。
今ご覧いただいた映像は警察、ヤンチョン警察庁のビデオルームです（スラ
イド 20）。ドアを閉めた後とドアを開けた時の写真です。このビデオルーム室
にはカメラ 2つが設置されており、コンピューターも設置されていて、顔を見
ることができます。
最後なんですが、韓国の最近の刑事訴訟法の改正の方向については、公判中
心主義を刑事司法に定着させることでした。新たな公判中心主義の実現は最初
の改革趣旨のように捜査機関が作成した調書の証拠能力を原則的に否認するこ
とからスタートしなければいけません。また国民が参加する公判中心主義的な
刑事手続きは、捜査手続きと捜査機関の活動を監視および統制できる捜査活動
の透明化が前提となるべきです。また全ての刑事事件に対する弁護士の参加は
実務的に難しいことを鑑みれば、捜査手続きの透明化のための現実的な手段は
映像録画です。
しかし、改正刑事訴訟法に従うためには、検察庁は、調書に対する証拠能力
を認定されるための手段として映像記録を活用するかもしれません。また司法
警察の場合は、少なくとも、弾劾証拠に使用可能な調書を作成するのが、むし
ろ証拠としての価値が高いと判断することで捜査手続きの映像録画制度、その
ものが有名無実化される危険性にさらされています。このようなことを考える
と、刑事手続きの透明化のために映像録画が実質的に定着できるような土台を
準備しなければなりません。それが刑事訴訟法第 214 条に基づいた調書作成の
義務化に関する問題です。映像録画が尋問過程の透明性ないし歪曲化の排除に
寄与するため、優先的に刑事訴訟法の記録方法についての改正が必要です。
次に 2番目は刑事訴訟法の第 214 条の 2の規定する捜査機関による映像録画
の裁量問題です。映像録画が自由裁量に委ねられた場合、現在の訴訟当事者の
不公平性がより深刻化される恐れがあります。公判での捜査官の法廷証言の時、
その信頼性の回避を確認するための手段として利用するためには、少なくとも
被疑者の権利を法的に明文化し、優先的に重犯罪を対象にして、映像録画を義
務化しなければいけません。このような方法が実現するとき、映像録画制度は
公判中心主義の刑事手続きを復元する手段として定着することができると思わ
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れます。ご清聴ありがとうございます。

山田　パク先生、ありがとうございました。
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報告 2：  Video Recording of Suspect Interviewing in Korea: Its Lessons 
and Future Directions

ジョ・ウンキョン（ハンリム大学教授）

司会　続きまして、ジョ・ウンキョン先生よろしくお願いします。

ジョ　ジョ・ウンキョンでございます。ハンリム大学のものです。シンポジウ
ムの素晴らしい主催者に感謝いたします。こちらに来れて、私の話、研究結果
をお話出来ることを本当に嬉しく思います。取り調べの可視化についてお話を
申し上げます。
こちらのほうが私の話の目次になっています（スライド 2）。3つ焦点を当て
て今日はお話をしていきます。2番目に書いておりますように、供述調書の問
題点にどんなものがあるかということで、パク先生の方から供述調書というこ
とでお話がありました。3点目、自白をベースにした被疑者取り調べインタ
ビューということで、そのような取り調べの面接のスキルをどのように上げて
いるかということについてお話を申し上げます。また、将来についてもお話し
たいと思います。
こちらは基本的に韓国の刑事司法制度のシステムを図式化したものです（ス
ライド 3）。可視化ですが、刑訴法を 2007 年に修正いたしまして、その後導入
されました。警察、また検察で可視化のインタビューを始めるということ、子
供の性犯罪の被害者から始まりまして、そしてこのような可視化を行うという
ことをトライしました。警察庁でまず行い、パク先生からお話がありましたが、
これは改正前のお話でした。それから検察と警察の方では取り調べ、それから
インタビューについては両方でやっておりますが、警察は捜査のために行い、
検察は被疑者の質問というのは、ちゃんと証拠能力を持った指摘をするという
ことが目的となっているわけです。それで供述調書ですが、通常は質問と答え
から成り立っています。ということはインタビューをそのまま書きおこしたよ
うな形になるわけです。しかし供述調書ですが、実際にはそれを書きおこした
ものではないのです。対話みたいなものですが、どうもギャップがあるんです、
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私の研究では。実際に供述調書として出てきたものと、実際に会話としてビデ
オで見るのでは中身が違っているということが多々あるわけです。被疑者のイ
ンタビューですが、法制審議会などにおいての議論になっています。今までは
事象的な研究よりもそちらの方で取り立たされていました。可視化が導入され
る前に科学的系統的な研究がなされていなかったのです。それで刑訴法に改正
された 2007 年に可視化が導入されて、初めて研究の分野においても大きな一
歩を踏み出すことができました。ただこちらの方は、必ずそれを導入するとい
うことが義務化されていない、インタビューされたデータにアクセスできるの
は限られているということで、基本的なことしかわかりませんでした。最近の
研究をさらに突っ込んで行うことによりまして、被疑者のインタビューがどの
ように行われているかという問題点が浮き彫りになりました。
その問題点について 3つ申し上げたいと思います。まず、一つ目の問題とし
て供述調書の記録ですが、供述調書が検察官によって作られるのは、これを作っ
て持っていったら証拠能力があるとされているわけですが、この供述調書がそ
のまま真の被疑者が言ったことを代表しているのかどうかということに疑義が
あるわけです。私の方の調査結果を紹介します（スライド 7）。これはリ・ハ
ンリー先生という心理学の論文を書いていらっしゃった方と私が一緒になって
行ったものです。これは、供述調書とそれからビデオと同じ被疑者で比較した
ものの調査結果です。そして、どれぐらいのギャップが幅と内容にあるかとい
うのを調べました。10 の刑事犯を調べました。このビデオ記録したものを書
きおこしまして、供述調書の方も分析しまして、ビデオのものと比較してみま
した。ビデオと供述調書の間にギャップがないかということを調べてチェック
いたしまして、影響因子とパターンがどうであるかということで類型化してい
きました。こちらを見ていただきますと、影響を与えた種類、こちらの方は 2
つのカテゴリーからできています（スライド 8）。こちらの方は歪みがある、
歪曲があるということです。つまりギャップがあるということで、実際の供述
調書とは違っているということです。そして、この歪曲は 3つの中身から出て
います。これが有罪か無罪かということに影響を与える、それがひとつの基準
です。裁判所によって影響があったか、それから量刑の判断に影響があったか、
また忘却があったことによって手続き上の瑕疵があったか。不適切な形でミラ



86

ンダ・ルールを提供していなかったかとか、間違ったインストラクションを提
供していなかったかということです。それからギャップはあったんですが、
ギャップがあったからといって、中身が歪曲されているわけではないというも
のもありました。中身が関係ない、歪曲ではないんですが、争点外の内容であっ
たということもあります。それから、歪曲が発見されますと、さらにそれを省
略、捏造というふうに振り分けていきました。省略の方は答えが省略された、
それから返答の方も省略された、問答省略、それから、捏造の方ですが、返答
の明確な捏造があったり、返答の微妙な捏造があって、質問が捏造されて作ら
れていたりとか、問答がビデオではあったけれども、さらに追加されていると
いうことで、問答が転換されて質問が答えになっているということもありまし
た。そして、この 10 件の場合ですが、平均 49 のギャップがありました（スラ
イド 9）。差が多かったのは、実際に有罪か無罪かというものに影響するもの
が多かった。これ（スライド 10）が 79％を占めていました。手続き的な瑕疵
ですが、各々のケースで一つずつありました。これはどのような影響が出てき
ているかということについての、基準別の観察のヒントです。赤いところです
が、答えが除外されたというのがよく見られているもので、それから質問と答
えがひっくり返った。それが同じぐらい多かった。微妙に答えが捏造されたと
いうのが次に多かったです。研究の結果を見てみると、このような差が出てく
るのが有罪無罪の判決に影響が出てくるということになりますと、歪曲、ミラ
ンダ・ルールの説明が適切でなかったとか、可視化の承諾についてとっていな
かったとか、真夜中のインタビューについて承諾があったかどうかということ
が瑕疵になります。それから質問と答えがひっくり返っているとか、そういっ
たものが除去されているということがビデオと供述書とでギャップとしてあり
ました。また、明々白々な答えが捏造されているというのはなかったんですが、
微妙な捏造はありました。では次に自白を求めるような問いの場合ですが、ご
存知のように自白は刑事事件の裁判では非常に説得力のある証拠です。これは
ケースの情報収集のみならず、被疑者の自白を誘導するということを多々ある
わけです。自白を取るという圧力によりまして、嘘の自白が誘導されたりしま
す。そして、狭量なバイアスがかかったものがあります。パク先生がおっしゃっ
たように自白が韓国において非常に重要な証拠となりうるということでしたか
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ら。そして類型化をこのような形で行いました（スライド 13）。人間的なもの
と支配的な形であったものと、情報収集のタイプと詰問的なものです。ではこ
ちらの方は、2007 年に嘘の自白をしたということの例です（スライド 14）。ホー
ムレスのティーンエージャーを死に至らしめるまで暴力をふるったという二人
の少女、2人の少年の場合です。ティーンエージャーの被疑者は、共犯者とし
て 2人の精神的な障害にあたって、アルコール中毒にある成人の被疑者により
まして、共犯であるというふうに言われました。物的証拠はありませんでした。
そして今度は被疑者の可視化をしました。裁判の結果はこのように出ました、
判決ですが、4人のティーンエージャーに有罪の判決が出ました。量刑は拘禁
刑で 2年から 4年となっています。これが控訴されまして、今度は自白は誘導
されたものだと裁判官が言ったのです。どうやら検察の方でこれを誘導したも
ので信用できないということで他の証拠は提出されていませんでしたので、無
罪になりました。そして最高裁の方でも同判決を支持したということになりま
す。それで、まだいろいろと調査を続けまして、パク先生は国選弁護人として
の役割を持っておられましてビデオを分析されました。そして供述調書と比較
したわけです。こちらの方も証拠として裁判所の方に提出されていたものです
が、そこから分かりましたのは、この 6つの項目です。1点目としまして、可
視化は被告が自白を始めた時から始まったということです。はじめから実施さ
れていたわけではありません。よって全てこれが可視化されていたというわけ
ではなかった。自白は様々な支配的な質問の方略を使って誘導されて、否認し
ても共犯者が既に自白をしているのでダメだと言われたとか、そして被疑者は
犯罪に対して非難され、嘘を言っていると言われた。そして被疑者がほかに証
拠があるという風に言われた。また、自白をすれば楽になると言われた。そし
て 6つ目、もし自白をすれば、捜査官、検察官の方はもっと簡単な量刑になる
だろうと言われた、ということです。
もうひとつの調査、これは検察に関するものでありまして、そちらは論文の
方に書いています。受刑者にどういう経験を受けたかということを聞き、自白
の理由についても聞いております。大半の受刑者が言うには、なぜ自白したか
その理由は取調官が自分のことを尊重してくれた、つまり強圧的ではなかった
ということ、最初から自白するつもりだった、取り調べを受ける前からそのつ
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もりであったと答えた受刑者が多いという結果がわかりました。そこで次のポ
イントです。一番効果的な面接のスキルは何なのかということです。自白、あ
るいは不利な事実の是認を得るために効果的なやり方はないのかということで
すが、自白を得るためには、それは面接のスキルで決まるという取調官が多い
んですが、研究によりますと、態度の変化、否認から自白への変化と、どのよ
うな面接技法が使われたかということには相関がないようであります。これは
取調官が思っているのとはかなり違っているということです。そして、次の研
究では、韓国の被疑者、そして面接をする側が実際にどのようなやり取りをし
ているのかということを確かめようと思いました。これは最高検事局からの依
頼を受けまして、研究を始めました。問いは 3つあります（スライド 18）。ど
のようにして韓国の取調、面接そして被疑者がやっているかということ。また、
是認や自白を得るために効果的な方法があるのかということ。また、このより
良い面接ができるように捜査官の研修が必要かどうかということでした。この
研究において、私たちがデータベースからサンプルを取りました。ビデオに記
録されている、そこに保管されている取調の様子について見ました。2005 年
から 2013 年にかけての事件ですが、大半の取り調べについては 2007 年から
2009 年の間のものが多かったです。パク先生がおっしゃったようにこのビデ
オを使った面接の数は 2007 年から 2009 年にかけて多かった。それは法的な理
由があったからです。そしてその後は減っています。可視化が減っているとい
うことです。私の研究の場合はサンプルのほとんどが 2007 年から 2009 年まで
の間に集中しています。一貫否認の場合と陳述変化の場合の比較をしました。
サンプルを集める時に考えたこととしては、この一環否認と陳述変化を同数に
したいと思っていましたので、それぞれ 48 となりました。性的な暴力ならび
に殺人が対象となっています。逐語訳を見て、そしてインタビューの長さを計
測し、そしてコーディングをして内容を確認いたしました。センシティブな情
報については全て除去してからコーディングを行っています。コーディングに
ついては 2人の研修を受けたコーダーがやっております。コーダー間の一致率
が0.67です。被疑者の応答のタイプについては、より高い信頼度になっており、
0.95 となりました。被疑者面談に使われた戦略については、強圧的なもの対情
報収集型と 2つに分けました。黄色の方が強圧的な面談の戦略です。白で表現
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しているのが情報収集型のアプローチです。
ラポール形成についても検討しています。このようなカテゴリーに分けまし
た。ほかの研究から持ってくるのではなく、書き起された面談の内容を読んだ
上で共通して見られるラポール形成について、このように分類してコード分け
をするようにしました。まず面談の時間です。一番多かったのが 30 分から 60
分というものがビデオで記録された面接で多かったということ、後は 30％く
らいが 30 分くらいでした。したがって全体の 80％ぐらいが一時間以内で完了
しています。中には長いものもありました。殺人と性的な暴力、いずれも深刻
重大な犯罪であります。これは一番最初の面接ではありません。警察官が最初
の何回か面接を被疑者に行った上で、被疑者が検察の方に送られ、そこで検事
の取り調べを受ける、その部分のサンプルを今回まとめました。では、どういっ
た技法が使われているかということを見てみます。赤い方は陳述変化、ブルー
は一貫否認のグループです。このようにあまり面白くない結果となりました（ス
ライド 23）。一番よく使われていたテクニックが誘導質問でした。圧倒的に多
かったです。何度も使われています。使われる頻度が高いです。陳述変化群の
方が誘導質問の割合が高くなっています。チャレンジングというのは、異議を
提起するということですが、こちらは一貫否認の方が多くなっています。中間
とは違った結果となりました。陳述の変化があったということは、それは異議
提起があったからではないかと思っていたんですが、そうではありませんでし
た。それ以外の技法、強圧的なものと情報収集型とありますが、両群の間であ
まり差はありませんでした。
こちらは陳述変化群のみです（スライド 24）。赤は陳述変化後、ブルーは陳

述変化前で分けて、もう一度検討しています。やはり誘導質問が多いですが、
検事はオープンエンド質問は陳述変化の前が多いということ、また証拠の提示
につきましても陳述変化の前が多くて後が少ない、これはわかると思います。
紳士的で、穏やかな勧誘、これも陳述変化前が多い。一方で、一度陳述変化が
起こった後に検事が被疑者に対して憂慮を示すようになっています。なぜかは
わかりませんがそこで憂慮を示すようになっています。こちらは、ラポール形
成の結果です。面接のマニュアルはどれもラポール形成は重要だと言っていま
すが、今回私が検討したサンプルは 41％でしかラポール形成が行われていま
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せんので、ラポール形成の努力があまり頻繁には見られなかったということで
す。一方で陳述変化のグループの方がラポール形成の努力が多くなりました。
一貫否認よりも多いという結果が出ていました。続いてどのようなラポール形
成を使っているのかと言いますと、興味深いことにエンパシー、共感というの
が多いです。多いと言いましたが、これは陳述変化の被疑者に対してです。そ
れ以外は差はないようでありました。
ラポール形成を使って被疑者を説得しようとしているかどうかということで
すが、ラポール形成を使って陳述を変えさせようとしているときにうまくいっ
ているのは、陳述変化のグループです。自白を得ることができたのは、ラポー
ル形成を行ったうちの 10 件のうちの 9件なので 90％ありました。ただし、サ
ンプル数が大きくはありません。
ではまとめです。今回の結果、誘導質問、暗示質問が一番多く使われている
技法でした。異議提起、そして干渉というのが使われているのが全体の半数以
上ほどありました。強圧的な方法と、情報収集の方法の混合が見られました。
オープンエンドの質問、あるいは証拠の開示、そして穏やかな勧誘が使われて
いるのは陳述変化前の方が多かったということです。当研究についての議論で
す。ここに書いてあるとおりですが、今回の研究で申し上げたいのは、情報収
集型のアプローチにはベネフィットがあるということ、これは政策立案者、そ
して司法側がより強く理解すべきだと思います。ビデオで記録をすることによ
りまして、被疑者面談の問題点が明らかになってきました。こうした問題点を
解決し、面接を改良するためにはもっと科学的な研究が必要だと思います。韓
国における可視化には独自の問題があると思います。しかし、もっと積極的に
使用し、誤審を防ぐためにも活用すべきだと思います。以上です。ご清聴いた
だき、ありがとうございました。

山田　はい、ジョ先生、ありがとうございました。
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Police Interview Symposium – Kyoto, Japan, 2014

Criminal Procedure Law 
(Amendment  2007)

Judge trials

Public Jury trials

electronic recording 
system

Written statement required
(Q&A format, evidence)

Korean Criminal Justice System
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• The most persuasive evidence in criminal trials (Oberlander, Goldstein, & 
Goldstein, 2003) 

• Investigators question suspects
– To get more information about the case.
– To induce suspects to confess.

(Wrightsman & Fulero, 2004)

• Pressure to obtain confession could lead to false confession due to 
confirmation bias and tunnel vision (Kassin, et al. 2003).

• Confession is an important evidence in Korea!
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Nowadays it is getting harder to find physical evidence for criminal cases.

Suspects tend not to confess when there is no physical evidence.

Many investigators believe that obtaining confession depends on the 
investigator’s interview skills.

Various investigative interviewing strategies are used by investigators 
(Moston, Stephenson & Williamson, 1992; Moston & Engelberg, 1993; 
Leo, 1998; Kassin et al., 2007; Soukara et al., 2009).

Police officers preferred using more  coercive interview strategies when 
evidence is weak (Kim & Jo, 2013).

There were relatively few correlations between suspects’ change of 
‘position’ from denial to confession and the degree of usage of the 17 
interview tactics. (Soukara, et al., 2009).

‘There is no use for denial because co-offenders already confessed’

1. How are Korean investigators doing with suspect interviewing?

2. Are there effective interviewing tactics to obtain admission/confession? 

3. How should we train investigators?  
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• Video Recorded Suspect Interview Database for 2005~2013 
• Consistent Denial : 48 cases (homicide, sexual assault)
• Change of position(from ‘Denial’ to ‘Confession/Admission’) : 48 cases 

(Homicide , Sexual Assault)

• Type of offence, length of interview (minutes)
• All identifiable information related to suspects and interviewers was 

removed.
• Very thorough transcription of interview was obtained: 

verbal and nonverbal interactions between interviewer  and suspect.

• Interview tactics (frequency): 
• Suspect’s response types (frequency): 

0

10

20

30

40

50

60

70

Lead
in

g Q

C
h

allen
gin

g

In
terru

p
tio

n

Em
p

h
aisizin

g …

O
p

en
 Q

R
ep

etitive Q

D
isclo

su
re o

f evid
en

ce

G
en

tle p
ro

d
s

C
o

n
fro

n
tatio

n

In
tim

id
atio

n

C
o

n
cern

H
an

d
lin

g Su
sp

ect's …

M
axim

izatio
n

Situ
atio

n
al fu

tility

M
in

im
izatio

n

Silen
ce

Denial

Change

Coercive approach Information gathering approach

Maximization of Offence Disclosure of Evidence

Minimization of Offence Emphasizing Contradictions

Positive Confrontation Challenging the Suspect’s Account

Interruptions Open Questions

Repetitive Questioning Gentle Prods

Leading Questions Silence

Intimidation Handling the Suspect’s Mood

Suggest Scenario Concern

Situational Futility

List of 17 psychological tactics

0

10

20

30

40

50

60

70

Lead
in

g Q

C
h

allen
gin

g

In
terru

p
tio

n

Em
p

h
aisizin

g …

O
p

en
 Q

R
ep

etitive Q

D
isclo

su
re o

f evid
en

ce

G
en

tle p
ro

d
s

C
o

n
fro

n
tatio

n

In
tim

id
atio

n

C
o

n
cern

H
an

d
lin

g Su
sp

ect's M
o

o
d

M
axim

izatio
n

Situ
atio

n
al fu

tility

M
in

im
izatio

n

Silen
ce

Before

After

19

21

23 24

20

22



95

•

•

•

•

•

•

• Leading/Suggestive Qs were the most predominant interview tactics of 
prosecution investigators. 

• Challenging the suspect’s account and interruption are used in more than half 
of the case

• Mixture of coercive tactics and information gathering tactics are being used.

• But Information gathering tactics such as Open Qs / Disclosure of Evidence / 

Gentle Prods tended to be used more before the suspect changed his/her 

position.

Introduction of video recording system help to unveil problems of 
suspect investigative interviewing.
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コメント・質疑応答

司会　それでは京都弁護士会に所属されています遠山大輔先生にコメントをい
ただきたいと思います。先ほど 2人の先生が講演されている間、ずっと頷いて
いらっしゃったのでコメントをいただければと思います。

遠山　ご紹介ありがとうございます。弁護士の遠山です。2008 年に韓国の取
り調べ録画制度の視察に行きました。ある意味うらやましいものを見に行った
わけです。その視察において警察、あるいは検察主導で録画がされるようになっ
たと聞いて、本当に驚いたのを覚えています。日本に帰ってきた我々は、この
韓国型を日本でも導入すればいいのではないかと議論していたこともありまし
た。今回の法制審の特別部会での議論において、検察官は取り調べの録画映像
を証拠調べ請求しなければいけないと、供述調書を証拠調べ請求するときには
合わせて取り調べの状況を録画したDVDを映像を証拠調べ請求しなければい
けないという立て付けになったわけですが、これは、韓国の制度を一部取り入
れた形と見ることもできるのであって、私としては感慨深いものがあります。
ただ、日本の先を行っておられる韓国で事象的な検討というか、分析されたこ
とを詳しくお聞きしたわけですが、例えばパク先生からは裁量的な録画である
ことの問題点をご指摘いただきました。結論的に私が感じるのは、私は弁護士
ですから、弁護人としては立法の形がどうあろうとも、つまり具体的には供述
調書の信用性を証明するための補助証拠と、法律的にはそうなっていても、捜
査過程の透明化を確保する手段なんだと、そういう視点で見ていくことが大事
なんだなということがわかりました。多くのケースを分析されたジョ先生のお
話では、微妙な捏造があったり、歪曲があったり、質問と答えが入れ替わって
いたりということが見られるということですので、特に裁判員裁判については
全過程が録画されることが義務化されたとは言え、我々弁護人は油断せずに録
画を確認して、捜査過程を透明化する手段ができたわけですから、それを真に
役立てて行くことが必要なんだということがよくわかりました。非常に貴重な
ご報告だったと思います。それでいよいよ、裁判員裁判についてですが、全過
程、警察、検察を通じた全過程の録画の義務化を迎える日本は私の目から見て
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どういう状況かということをお話したいと思います。私は、京都の警察、ある
いは大阪の警察官に対して定期的に講義をしています。講義というのは、授業
をしています。何を教えているかというと、皆さんが取り調べで良くないこと
をすると、それは必ず弁護士の耳に入って皆さんにとってよくない事が起きる
と。つまり証拠が排除されたり、起訴できなくなったりするんだと。だから取
調室で悪いことをしてはいけないということを教えるわけです。これに対する
警察官の反応は様々ですが、なんというか、何度も頷いてくれることはありま
せん。象徴的な反応というのは、先生の言っていることはわかりますが、被疑
者の言っていることだけを聞いていたら、それは私らの仕事ではありませんと
はっきりおっしゃいます。未だに取り調べは被疑者と取調官の心と心の交流で
あって、その心の交流によって被疑者を更生させるのだ、改心させるのだと信
じている警察官は多いように思います。
彼らが裁判員裁判対象事件について、全部録画されることになるわけですか
ら、そこでどのような意識の転換を行うのか、これを非常に興味を持って見て
いるわけですが、おそらく行き着くところは、午前中に仲先生からご紹介のあっ
たインタビュー型の手法に行き着くしかないんだろうと私は思っています。た
だ、これに対する現場の抵抗は強いだろうと思っています。
他方、検察官はどうかといいますと、彼らは二極化しているというか、だん
だん慣れてきています。検察庁は録画を広く行うようになってきていますので、
長けてきているというか、録画をうまく利用して、後で弁護人が手出しできな
いようにしてやろうと思っている節があります。ただ、録画しなくていい事件
は相変わらず好き勝手やっています。今、ジョ先生の報告にあったように誘導
質問を多用して説教を行い、これがあなたの調書なんだから証明しろと従前同
様に迫ってきていると、そのように私は理解しています。だからこれも、裁判
員裁判からでありますが全過程の可視化で変わらざるを得ないんだろうと感じ
ています。
最後、午前中からの議論、あるいはパク先生、ジョ先生の議論を聞いて私が
感じたところなんですが、心理学の重要性というか、供述分析の重要性です。
最近、私が担当したケースをご紹介します。京都府における殺人事件です。被
告人は、私は犯人ではないという主張をしていました。そして私が犯人ではな
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いということを裏付けるために、私は真犯人を知っている。私の知人が被害者
の遺留品を川に捨てていたとこういう供述をしたことになっていました。被害
者がそういう所持品を持っていたということはおそらく犯人しか知りえないだ
ろうということで、一審では彼は有罪になりました。しかし、控訴審と最高裁
では無罪になりました。その判断を支えたのは、取調を担当した警察官が記録
していたノートです。取調官と被疑者のやり取りが克明に記録されていました。
そのノートでは、被疑者の人が取調官に向かってあの人がああいうものを捨て
ていたという話をするわけですが、途中で、まだ弱いですか、もう逮捕できる
でしょうみたいなことを質問しているわけですね。つまり、ある種正解を探し
ながら、取調官の期待する答えを探しながらしゃべっているという過程がその
ノートから見えてくるわけです。ところがありがたいことに、検察と警察はそ
のノートを弁護人に開示をしてくれたわけです。これがフェアだからなのか、
こんなやり取りでは誘導にならないと警察が思っていたのかはわかりません
が、ひょっとしたらこのやり取りは誘導だとか、このやりとりは誘導ではない
とか、そういうところで勝負付くケースが増えるかもしれないですね。これま
では密室だったわけですが、これからは記録化されるわけですから、その記録
化されたものの読み方、意味がおそらく重要になってくるだろうと思います。
そういった意味で、なんというか、世界的に見れば後輩である日本の我々は諸
外国に学びながら、あるいは法律学だけに頼ることなく、心理学の知見を参考
にしながら今後弁護実践を行って行かなければダメだというふうに思いまし
た。ありがとうございました。

山田　遠山先生、ありがとうございました。では、質疑応答に入りたいと思い
ます。ご質問のある方は挙手をお願いします。いかがでしょうか。どちらの先
生にご質問かを明らかにしていただければと思います。

Q1　パク先生にお願いします。私は国民救援会という冤罪事件を支援してい
る運動団体のものですが、今、日本でも取り調べの可視化をしようということ
で法制審の方で議論が進んでいるんですが、この間まとまったのを見ますと、
取り調べの可視化の対象となるのが裁判員裁判、もしくは検察の特捜事件など
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に限られるような、そういうことがまとめられようとしているとお伺いしてい
るんですが、韓国の場合などでは、取り調べの可視化をする事件に対する制限
が事件別にあったりするんでしょうか。それから、後、被告人ないしは弁護人
が取り調べを求めたり拒否したりする権利があるのかどうかということについ
てお伺いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。

パク　一番目の質問ですが、韓国でどんな犯罪がビデオレコーディングできる
かというご質問でしたが、制限はされていません。規定によると捜査機関が望
むときいつでもできます。それでこのような記述を被疑者に告知、事前に知ら
せさえすれば十分です。二番目の弁護士が被疑者のビデオレコーディングを選
択するかどうかについてお答えします。法規定によると選択権はありません。
ただ被疑者には陳述拒否権があります。だから被疑者がビデオを望むときは録
画できます。ちなみに韓国の録画の状態は、捜査手続の透明化より証拠の確保
の手段として使用されています。以上です。

Q2　遠山先生に質問です。先生のお話の中で、警察がインタビューを更生に
使えないかと仰った気がします。今朝の話のなかでもそういう質問が出てきま
したが、わたしはそこがわからないです。警察は当然のように人を有罪だとい
うふうに思って、更生させるんですか。どうもそのことを聞いていますと、もっ
と大きな問題が出てきませんか。日本の刑事司法問題はもっと大きな問題があ
りませんか。警察は当然のように、人々を取り調べる時に有罪だとわかった上
で、捜査をして、犯罪が実際にあったかを見て、取り調べている人がやったか
どうかを調べているということになります。目の前にいる人が有罪なのかを判
断し、それから更生というふうに見るのではありません。更生というのはこの
人が罪があるということが分かってからするのに、どうして初めから更生とい
うことが条件に入ってくるのか、私にはわかりません。

遠山　非常にいい質問だと思います。ありがとうございます。何年前かな、ウィ
ニーというファイル共有ソフトで、日本の警察の取り調べマニュアルが流出し
たことがありました。そのマニュアルにはこう書いてありました。目の前にい
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る被疑者がやってはいないのではないかなどとは思ってはいけない。取り調べ
室から出るな。つまり何度も取り調べをしろということなんですが、最初のセ
リフに象徴されているように、警察官にとっては自分らがこいつが犯人だと
思って捕まえた被疑者は、既に犯人なのです。ですから、既に警察、取調官の
頭の中では彼は有罪なのであって、早く自白させて、良い人間に戻して上げる
こと、これが警察官の仕事だと、旧来型のというか、現在でもひょっとすると
多くの警察官が思っています。警察が取り調べの可視化に反対するとき、今の
ようなある意味純粋な想いが反対の根拠として語られることがあります。もち
ろんそれは先生が思われたように致命的な間違いですが、彼らの思いを前提に
したときにはそういう更生という観点が出てくると、このようにご理解くださ
い。

山田　よろしいでしょうか。よほど謎が深まったかもしれないと遠山先生が
おっしゃっています。まだお時間ございますので、お願いします。

Q2　大阪の弁護士で小坂井と申します。次の第三部で議論になるかもしれな
いので、パク先生にお尋ねし、お時間があれば補足的にジョ先生にもお答えい
ただきたいです。公判中心主義と可視化記録媒体の取り扱いについてお話いた
だきましたが、韓国では、例えば検察官がこれをどうしても実質証拠にしたい
と言っているのを、裁判所が反対していて法制化がならないという現状だと
承っています。公判中心主義と言われているものと、可視化記録媒体がどうい
う関係にあると見ればいいのか、極めて抽象的な質問で申し訳ないのですが、
お考えのところをお答えいただければと思います。

パク　裁判所内でも葛藤があります。計画的な公判の場合は、公判中心主義に
するためには録画制度を導入しなければならないと主張しております。しかし
大部分の法官は保守的な傾向がありますから、昔の慣行を捨てるのが難しいで
す。裁判官は業務の負担が高いですから、この業務負担が増加するのを怖がっ
ております。実際に 2005 年の調査を行ったんですが、裁判官の 70％が録画に
ついて反対をしました。このような傾向が異なる欧米とかの国とは反対的な性
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格を持っております。ありがとうございます。

ジョ　一点だけ追加です。パク先生の仰ったことに対する追加です。裁判官は
大変懸念しています。ビデオを公判で見なければいけないということに懸念を
持っています。一旦、録音・録画というのを証拠として認めたら、検察官は文
書を提示しないのではないか、供述調書を慣れて見てきたのに、それが提出さ
れないのではないかと恐れていました。ということで、その供述調書をやっぱ
り見て考えたいということなのかもしれません。要するに検察対裁判所という
力の争いということで、裁判所はすべての資料をまず見て、合理的に判断をし
たいと。しかし、録音・録画を証拠として認めたら検察の方はひょっとしたら
全ての調書をかつてのように出してはこないのではないかといった懸念でし
た。

山田　ありがとうございました。では時間となりました。パク先生、ジョ先生、
遠山先生、どうもありがとうございました。
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